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第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第

６８条の２第１項及び景観法（平成１６年法律第１１０号）第７６条第１項の規定に基

づき、地区計画の区域（地区整備計画が定められている区域に限る。）内の建築物の用

途、構造、敷地及び形態意匠並びに工作物の形態意匠に関する制限を定めることによ

り、当該区域における適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とす

る。

（用語の定義）

第２条 この条例において使用する用語は、法、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３

３８号）、景観法及び都市計画法（昭和４３年法律第１００号）において使用する用語

の例による。

（適用区域）

第３条 この条例は、別表第１に掲げる区域に適用する。

第２章 建築基準法に基づく建築物の用途等に関する制限

（建築物の用途の制限）



第４条 前条に規定する区域内においては、別表第２に掲げる計画地区（地区整備計画に

おいて区分された地区をいう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ同表(１)の項に掲

げる建築物を建築してはならない。

（建築物の敷地面積の最低限度）

第５条 建築物の敷地面積は、別表第２に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表

(２)の項に掲げる数値以上としなければならない。

２ 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で前項

の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地と

して使用するならば前項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の

敷地として使用する場合は、前項の規定を適用しない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する土地については、この限りでない。

（１） 前項の規定を改正する条例による改正後の前項の規定の施行又は適用の際、建

築物の敷地として使用されている土地で改正前の前項の規定に違反しているもの又は

所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の前項の規

定に違反することとなった土地

（２） 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づい

て建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合するに至った土地

３ 法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少によ

り、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第１項の規定

に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際、現に存する所有権その他の権利に基づ

いて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地につい

て、その全部を一の敷地として使用する場合は、同項の規定を適用しない。ただし、次

に掲げる土地についてはこの限りでない。

（１） 法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該

面積の減少がなくとも第１項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなっ

た土地

（２） 第１項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づ

いて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土

地



（壁面の位置の制限）

第６条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、別表第２に

掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(３)の項に掲げる数値以上としなければな

らない。

（垣又は柵の構造の制限）

第７条 建築物の敷地に設置する垣又は柵は、別表第２に掲げる計画地区の区分に応じ、

それぞれ同表(４)の項に掲げる構造としなければならない。

（建築物の敷地が２以上の地区又は区域の内外にわたる場合の措置）

第８条 建築物の敷地が２以上の地区にわたる場合又は第３条に規定する区域の内外にわ

たる場合における第４条及び第５条の規定の適用については、その建築物又はその敷地

の全部について敷地の過半の属する地区又は区域の規定を適用する。

（既存の建築物に対する制限の緩和）

第９条 法第３条第２項の規定により第４条の規定の適用を受けない建築物について、次

に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第３条第３項第３号及

び第４号の規定にかかわらず、第４条の規定は適用しない。

（１） 増築又は改築が基準時（法第３条第２項の規定により第４条の規定の適用を受

けない建築物について、法第３条第２項の規定により引き続き第４条の規定（同条の

規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。）の適用を受けない期間の

始期をいう。以下同じ。）における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築

後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第５

２条第１項、第２項及び第７項並びに法第５３条の規定に適合すること。

（２） 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の１.２倍を超えない

こと。

（３） 増築後の第４条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計

は、基準時におけるその部分の床面積の合計の１.２倍を超えないこと。

（４） 第４条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量

による場合においては増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけ

るそれらの出力、台数又は容量の合計の１.２倍を超えないこと。



２ 法第３条第２項の規定により第４条及び第６条の規定の適用を受けない建築物につい

て、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第３条第３項第３号及

び第４号の規定にかかわらず、第４条及び第６条の規定は適用しない。

３ 法第３条第２項の規定により第６条の規定の適用を受けない建築物について、基準時

以降に増築又は改築をする部分以外の部分においては、法第３条第３項第３号及び第４

号の規定にかかわらず、第６条の規定は適用しない。

（公益上必要な建築物等の特例）

第１０条 市長が公益上必要な建築物として用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可

したものについてはこの章の規定は適用しない。

第３章 景観法に基づく建築物等の形態意匠に関する制限

（建築物等の形態意匠の制限）

第１１条 建築物又は工作物（以下「建築物等」という。）の形態意匠は、別表第２に掲

げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(５)の項に掲げる制限に適合するものでなけ

ればならない。

（計画の認定）

第１２条 別表第１に掲げる区域（１及び４の項に掲げる区域を除く。以下この章におい

て「形態意匠制限区域」という。）内において建築物等の建築等（景観法第１６条第１

項第１号に規定する建築等をいう。以下同じ。）又は建設等（同項第２号に規定する建

設等をいう。以下同じ。）をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、前条の規定

に適合するものであることについて、申請書を提出して市長の認定を受けなければなら

ない。当該認定を受けた建築物等の計画を変更して建築物等の建築等又は建設等をしよ

うとする場合も、同様とする。

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から３０日以内

に、申請に係る建築物等の計画が前条の規定に適合するかどうかを審査し、当該規定に

適合するものと認めたときは、当該申請をした者に認定証を交付しなければならない。

３ 市長は、前項の規定による審査をした場合において、申請に係る建築物等の計画が前

条の規定に適合しないものと認めたとき、又は当該申請書の記載によっては当該規定に

適合するかどうかを決定できない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載

した通知書を同項の期間内に当該申請をした者に交付しなければならない。



４ 第２項の認定証の交付を受けた後でなければ、申請に係る建築物等の建築等又は建設

等の工事（根切り工事その他の規則で定める工事を除く。第２１条第１項第６号におい

て同じ。）は、することができない。

（違反建築物等に対する措置）

第１３条 市長は、第１１条の規定に違反した建築物等があるときは、建築物等の建築等

若しくは建設等をする者（以下「工事主」という。）、当該建築物等の建築等若しくは

建設等の工事の請負人（請負工事の下請け人を含む。以下同じ。）若しくは現場管理者

又は当該建築物等の所有者、管理者若しくは占有者に対し、当該建築物等に係る工事の

施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて当該建築物等の改築、修繕、模様替、色彩

の変更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることがで

きる。

２ 市長は、前項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他規則で定め

る方法により、その旨を公示しなければならない。

３ 前項の標識は、第１項の規定による処分に係る建築物等又はその敷地内に設置するこ

とができる。この場合において、当該処分に係る建築物等又はその敷地の所有者、管理

者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

（違反建築物等の設計者等に対する措置）

第１４条 市長は、前条第１項の規定による処分をした場合においては、規則で定めると

ころにより、当該処分が建築物の建築等に係る場合にあっては当該処分に係る建築物の

設計者（その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。以下この章において同

じ。）、工事監理者（建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第７項に規定する

工事監理をする者をいう。以下同じ。）若しくは工事の請負人又は当該建築物について

宅地建物取引業（宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第２条第２号に規定

する宅地建物取引業をいう。）に係る取引をした宅地建物取引業者（同条第３号に規定

する宅地建物取引業者をいう。）の氏名又は名称及び住所その他景観法施行規則（平成

１６年国土交通省令第１００号）第３０条第１項において読み替えて準用する同令第２

３条第１項各号に掲げる事項を建築士法、建設業法（昭和２４年法律第１００号）又は

宅地建物取引業法の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府

県知事に、当該処分が工作物の建設等に係る場合にあっては当該処分に係る工作物の工

事の請負人の氏名又は名称及び住所その他同令第３０条第２項において読み替えて準用



する同令第２７条各号に掲げる事項を建設業法の定めるところにより当該請負人を監督

する国土交通大臣又は都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない。

（国又は地方公共団体の建築物等に対する認定等に関する手続の特例）

第１５条 国又は地方公共団体の建築物等については、前３条の規定は適用せず、次項か

ら第５項までに定めるところによる。

２ 形態意匠制限区域内において建築物等の建築等又は建設等をしようとする者が国の機

関又は地方公共団体（以下「国の機関等」という。）である場合においては、当該国の

機関等は、当該工事に着手する前に、その計画を市長に通知しなければならない。次項

の規定により認定を受けた建築物等の計画を変更して建築等又は建設等をしようとする

場合も、同様とする。

３ 市長は、前項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日から３

０日以内に、当該通知に係る建築物等の計画が第１１条の規定に適合するかどうかを審

査し、当該規定に適合するものと認めたときは当該通知をした国の機関等に対して認定

証を交付し、当該規定に適合しないものと認めたとき、又は当該規定に適合するかどう

かを決定することができない正当な理由があるときはその旨及びその理由を記載した通

知書を当該通知をした国の機関等に対して交付しなければならない。

４ 第２項の規定による通知に係る建築物等の建築等又は建設等の工事（根切り工事その

他の規則で定める工事を除く。）は、前項の認定証の交付を受けた後でなければ、する

ことができない。

５ 市長は、国又は地方公共団体の建築物等が第１１条の規定に違反すると認める場合に

おいては、直ちに、その旨を当該建築物等を管理する国の機関等に通知し、第１３条第

１項に規定する必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

（工事現場における認定の表示等）

第１６条 形態意匠制限区域内の建築物等の建築等又は建設等の工事の施工者は、当該工

事現場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、工事主、設計者、工事施工者

（建築物等に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をい

う。以下同じ。）及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る計画につ

いて第１２条第２項又は前条第３項の規定による認定があった旨の表示をしなければな

らない。



２ 形態意匠制限区域内の建築物等の建築等又は建設等の工事の施工者は、当該工事に係

る第１２条第２項又は前条第３項の規定による認定を受けた計画の写しを当該工事現場

に備えて置かなければならない。

（工事完了の届出）

第１７条 工事主は、第１２条第２項又は第１５条第３項の規定により認定証の交付を受

けた建築物等に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければな

らない。

（適用の除外）

第１８条 第１１条から前条までの規定は、景観法施行令（平成１６年政令第３９８号）

第１１条各号及び次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定で建築

物等又はその部分の形態意匠に係るものに基づく当該建築物等又はその部分の形態意匠

については、適用しない。

（１） 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４５条第２項

（２） 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第４条第４項及び第５項、第６条第

５項並びに第１１４条の７

２ 第１１条から前条までの規定は、次に掲げる建築物等については、適用しない。

（１） 景観法第１９条第１項の規定により景観重要建造物として指定された建築物等

（２） 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の規定により国宝、重要文化財、

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された

建築物等

（３） 文化財保護法第１４３条第１項の伝統的建造物群保存地区内にある建築物等

（４） 埼玉県文化財保護条例（昭和３０年埼玉県条例第４６号）第５条第１項の規定

により埼玉県指定有形文化財として指定された建築物等又は同条例第３１条第１項の

規定により埼玉県指定史跡、埼玉県指定名勝若しくは埼玉県指定天然記念物として指

定された建築物等

（５） 和光市文化財保護条例（昭和５２年条例第３０号）第６条第１項の規定により

市の有形文化財又は記念物として指定された建築物等

（６） 第２号、第４号又は前号に掲げる建築物等であったものの原形を再現する建築

物等で、市長がその原形を再現することがやむを得ないと認めたもの

（７） 地下に設ける建築物等



（８） 非常災害のため必要な応急措置として行う建築等又は建設等に係る建築物等

（９） 公益上必要な建築物等で、市長が良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少

ないと認めたもの

３ 第１１条の規定の施行若しくは適用の際又は別表第２(５)の項を改正する条例による

改正後の同項の規定の適用の際現に存する建築物等又は建築等若しくは建設等の工事中

の建築物等が、同条の規定に適合しない場合又は同条の規定に適合しない部分を有する

場合においては、当該建築物等又はその部分に対しては、同条から前条までの規定は、

適用しない。

４ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物等又はその部分に対しては、適

用しない。

（１） 別表第２(５)の項を改正する条例による改正後の同項の規定が適用される前に

第１１条の規定に違反している建築物等又はその部分

（２） 第１１条の規定が施行され、若しくは適用され、又は別表第２(５)の項を改正

する条例による改正後の同項の規定が適用された後に増築、改築又は移転の工事に着

手した建築物等

（３） 第１１条の規定が施行され、若しくは適用され、又は別表第２(５)の項を改正

する条例による改正後の同項の規定が適用された後に外観を変更することとなる修繕

若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着手した建築物等の当該工事に係る部分

（報告及び立入検査）

第１９条 市長は、この章の規定の施行に必要な限度において、規則で定めるところによ

り、建築物等の所有者、管理者若しくは占有者、工事主、設計者、工事監理者又は工事

施工者に対し、建築物等の建築等若しくは建設等に関する工事の計画若しくは施工の状

況を報告させ、又はその職員に、建築物等の敷地若しくは工事現場に立ち入り、建築物

等、建築材料その他建築物等に関する工事に関係がある物件を検査させることができ

る。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。

第４章 雑則



（委任）

第２０条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第５章 罰則

第２１条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。

（１） 第４条又は第５条第１項の規定に違反した場合（次号に規定する場合を除

く。）における当該建築物の建築主

（２） 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第５条

第１項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占

有者

（３） 第６条又は第７条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者（設計図

書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合におい

ては、当該建築物の工事施工者）

（４） 法第８７条第２項において準用する第４条の規定に違反した場合における当該

建築物の所有者、管理者又は占有者

（５） 第１２条第１項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提

出した者

（６） 第１２条第４項の規定に違反して、建築物等の建築等又は建設等の工事をした

者

（７） 第１３条第１項の規定による市長の命令に違反した者

２ 前項第３号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるも

のであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の

罰金刑を科する。

第２２条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。

（１） 第１６条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた

計画の写しを備えて置かなかった者

（２） 第１９条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

（３） 第１９条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第２３条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して前２条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。



附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成２５年条例第１８号）

（施行期日）

１ この条例は、平成２５年９月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条

例の規定は、この条例の施行の日以後に建築、修繕、模様替又は用途若しくは色彩の変

更の工事に着手する建築物又は工作物から適用し、同日前に当該工事に着手した建築物

又は工作物については、なお従前の例による。

附 則(令和５年条例第２３号)

（施行期日）

１ この条例は、和光北インター東部地区地区計画の決定に係る都市計画法第２０条第１

項の規定による告示があった日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行

する。

（準備行為）

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行う

ことができる。

（経過措置）

３ この条例による改正後の和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条

例の規定は、この条例の施行の日以後に建築、修繕又は用途の変更の工事に着手する建

築物又は工作物から適用し、同日前に当該工事に着手した建築物又は工作物について

は、なお従前の例による。

附 則(令和６年条例第２２号)

（施行期日）

１ この条例は、和光市駅北口地区地区計画の変更に係る都市計画法第２１条第２項の規

定による告示があった日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

（準備行為）

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行う

ことができる。



（経過措置）

３ この条例による改正後の和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条

例の規定は、この条例の施行の日以後に建築、修繕又は用途の変更の工事に着手する建

築物又は工作物から適用し、同日前に当該工事に着手した建築物又は工作物について

は、なお従前の例による。

別表第１（第３条、第１２条関係）

別表第２（第４条―第７条、第１１条、第１８条関係）

１ 和光北インター地区地区整備計画区域

名称 区域

１ 和光北インター地区地区

整備計画区域

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された和光

北インター地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が

定められた区域

２ 和光市駅北口地区地区整

備計画区域

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された和光

市駅北口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定

められた区域

３ 白子三丁目地区地区整備

計画区域

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された白子

三丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定め

られた区域

４ 和光北インター東部地区

地区整備計画区域

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された和光

北インター東部地区地区計画の区域のうち、地区整備計

画が定められた区域

制限事項 計画地区

新産業・物流

地区A

新産業・物流

地区B

住宅地区

(１

)

建築物の用途の

制限

① 住宅、共同住宅、寄宿舎

又は下宿及び兼用住宅

② 幼稚園、小学校、中学

校、高等学校、大学、高等

専門学校、専修学校

① 幼稚園、小学校、中学

校、高等学校、大学、高等

専門学校、専修学校

② 病院

③ 事務所、店舗、飲食店そ

の他これらに類する用途に



③ 図書館、博物館その他こ

れらに類するもの

④ 神社、寺院、教会その他

これらに類するもの

⑤ 老人ホーム、身体障害者

福祉ホーム、老人福祉セン

ター、児童厚生施設その他

これらに類するもの

⑥ 保育所等、公衆浴場、診

療所その他これらに類する

もの

⑦ 病院

⑧ 店舗、飲食店その他これ

らに類する用途に供するも

ののうち、床面積の合計が

５００平方メートルを超え

るもの

⑨ ボーリング場、スケート

場、水泳場その他これらに

類するもの

⑩ ホテル、旅館

⑪ 自動車教習所、畜舎

⑫ マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他

これらに類するもの

⑬ カラオケボックスその他

これに類するもの

供するもの（建築基準法施

行令第１３０条の３に掲げ

るものを除く。）

④ ボーリング場、スケート

場、水泳場その他これらに

類するもの

⑤ ホテル、旅館

⑥ 自動車教習所、畜舎

⑦ マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他

これらに類するもの

⑧ カラオケボックスその他

これに類するもの

⑨ 自動車車庫（付属車庫を

除く。）

⑩ 倉庫業を営む倉庫

⑪ 工場、自動車修理工場

⑫ 劇場、映画館、演芸場、

観覧場その他これらに類す

るもの

⑬ キャバレー、料理店、ナ

イトクラブ、ダンスホール

その他これらに類するもの

⑭ 危険物の貯蔵又は処理に

供するもの（自己の使用の

ための貯蔵施設等を除

く。）

⑮ 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（昭和４５年法



⑭ 劇場、映画館、演芸場、

観覧場その他これらに類す

るもの

⑮ キャバレー、料理店、ナ

イトクラブ、ダンスホール

その他これらに類するもの

⑯ 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（昭和４５年法

律第１３７号）に規定する

一般廃棄物、産業廃棄物の

処理の用に供する建築物お

よび工作物（自己の廃棄物

の処理の用に供する場合は

除く。）

律第１３７号）に規定する

一般廃棄物、産業廃棄物の

処理の用に供する建築物お

よび工作物（自己の廃棄物

の処理の用に供する場合は

除く。）

(２

)

建築物の敷地面

積の最低限度

５００平方メートル １００平方メートル

(３

)

壁面の位置の制

限

建築物の外壁又はこれに代わ

る柱の面から、道路境界線ま

での距離を２.０メートル以

上、隣地境界線までの距離を

１.０メートル以上、工場（用

途地域で制限されるものを除

く。）にあっては、建築物の

外壁又はこれに代わる柱の面

から、道路境界線までの距離

と隣地境界線までの距離をそ

れぞれ２.０メートル以上とす

る。

建築物の外壁又はこれに代わ

る柱の面から、道路境界線ま

での距離を１.０メートル以

上、隣地境界線までの距離を

０.５メートル以上とする。

ただし、次の各号に掲げるも

のを除く。

① 建築物に付属し、物置そ

の他これに類する用途に供

し、高さが２.３メートル

以下でかつ床面積の合計が

５平方メートル以内である

こと



２ 和光市駅北口地区地区整備計画区域

② 建築物に付属し、別棟と

なる車庫で高さが３.０メ

ートル以下であるもの

(４

)

垣又は柵の構造

の制限

道路に面する側又は隣地との境界に垣又は柵を設置する場合

における垣又は柵の構造は、次のいずれかに掲げるものとす

る。

① 生け垣

② 鉄柵、金網その他透視可能なフェンス等で宅地地盤面か

らの高さが１.５メートル以下で、かつ、基礎部分の高さが

０.６メートル以下のもの

③ コンクリートブロック造等で、宅地地盤面からの高さが

１.５メートル以下のもの

(５

)

建築物等の形態

意匠の制限

なし

制限事項 計画地区

商業地区Ａ 商業地区Ｂ 商業地区Ｃ 住宅地区Ａ 住宅地区Ｂ

⑴ 建
築
物
の
用
途
の
制
限

① 自動車教習所、畜舎
② 倉庫業を営む倉庫
③ キャバレー、ナイトクラブその
他これらに類するもの

④ 原動機を使用する工場で作業場
の床面積の合計が５０平方メート
ルを超えるもの

⑤ 個室付浴場業に係る公衆浴場、
ヌードスタジオ、のぞき劇場、ス
トリップ劇場、専ら異性を同伴す
る客の休憩の用に供する施設、専
ら性的好奇心をそそる写真その他
の物品の販売を目的とする店舗そ
の他これらに類するもの

⑥ 床面積（ベランダ、バルコニ
ー、パイプシャフト等を除く。）
が２５平方メートル未満の住戸又
は住室を有する共同住宅

⑦ 建築物の１階部分を住宅、寄宿
舎又は下宿の用に供するもの。た
だし、玄関、階段及びその他これ
らに類するものはこの限りではな
い。

⑧ ペットの火葬、埋葬又は納骨の
用に供する施設

① 自動車教習
所、畜舎

② 倉庫業を営
む倉庫

③ キャバレ
ー、ナイトク
ラブその他こ
れらに類する
もの

④ 原動機を使
用する工場で
作業場の床面
積の合計が５
０平方メート
ルを超えるも
の

⑤ 個室付浴場
業に係る公衆
浴場、ヌード
スタジオ、の
ぞき劇場、ス
トリップ劇
場、専ら異性
を同伴する客
の休憩の用に
供する施設、
専ら性的好奇
心をそそる写

① 自動車教習
所、畜舎

② 床面積（ベ
ランダ、バル
コニー、パイ
プシャフト等
を除く。）が
２５平方メー
トル未満の住
戸又は住室を
有する共同住
宅

③ ペットの火
葬、埋葬又は
納骨の用に供
する施設

① 床面積（ベ
ランダ、バル
コニー、パイ
プシャフト等
を除く。）が
２５平方メー
トル未満の住
戸又は住室を
有する共同住
宅

② ペットの火
葬、埋葬又は
納骨の用に供
する施設



真その他の物
品の販売を目
的とする店舗
その他これら
に類するもの

⑥ 床面積（ベ
ランダ、バル
コニー、パイ
プシャフト等
を除く。）が
２５平方メー
トル未満の住
戸又は住室を
有する共同住
宅

⑦ 戸数（店
舗、事務所等
を含む。）が
１５戸以上の
建築物の１階
部分を住宅、
寄宿舎又は下
宿の用に供す
るもの。ただ
し、玄関、階
段及びその他
これらに類す
るものはこの
限りではな
い。

⑧ ペットの火
葬、埋葬又は
納骨の用に供
する施設

⑵ 建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度

２００平方メートル １００平方メートル



⑶ 壁
面
の
位
置
の
制
限

建築物の外壁又
はこれに代わる
柱は、計画図に
示す壁面の位置
の制限を超えて
建築してはなら
ない。ただし、
次の各号に掲げ
るものを除く。
① 歩行者通路
及び歩道状空
地上に設けら
れた風雨や落
下物から歩行
者を防護し、
歩行者の快適
性及び安全性
を高めるため
に設ける庇及
びこれを支え
る柱、その他
これらに類す
るもの

② 道路と接続
する駐車場の
出入口、その
他これに類す
るもの

③ 斜路等、歩
行者の快適性
及び安全性を
確保するため
に必要な施設
又は施設の部
分

なし なし

⑷ 垣
又
は
柵
の
構
造
の
制
限

なし 道路に面する側に垣又は柵を設置する場合における垣
又は柵の構造は、次のいずれかに掲げるものとする。
① 生け垣
② 鉄柵、金網その他透視可能なフェンス等で宅地地
盤面からの高さが１.５メートル以下で、かつ、基礎
部分の高さが０.６メートル以下のもの

⑸ 建
築
物
等
の
形
態
意
匠
の
制
限

建築物等（工作物にあっては、建築基準法施行令第１３
８条第１項各号、第２項各号又は第３項各号に掲げるも
のに限る。）の外観は、次に掲げる色相の区分に応じ、
それぞれ当該区分に定める彩度に該当する色彩及び点滅
する光源が形成する面積の合計（着色していない石、
土、木、レンガ、コンクリート等の素材で仕上げる外観
の部分を除く。）が、外観のうち各立面につき、当該立
面の面積の３分の１を超えないものとする。
① 色相７.５GYから７.５RPまで（７.５GY及び７.５RP
を除く。） 彩度２を超えるもの

② 色相７.５RPから７.５Rまで（７.５Rを除く。）
彩度４を超えるもの

③ 色相７.５Yから７.５GYまで（７.５Yを除く。）
彩度４を超えるもの

④ 色相７.５Rから７.５Yまで 彩度６を超えるもの

建築物等（工作物にあっては、建築
基準法施行令第１３８条第１項各
号、第２項各号又は第３項各号に掲
げるものに限る。）の外観は、次に
掲げる色相の区分に応じ、それぞれ
当該区分に定める彩度に該当する色
彩及び点滅する光源が形成する面積
の合計（着色していない石、土、
木、レンガ、コンクリート等の素材
で仕上げる外観の部分を除く。）
が、外観のうち各立面につき、当該
立面の面積の３分の１を超えないも
のとする。



備考

１ この表において「計画図」とは、都市計画法第２１条第２項の規定により告示さ

れた和光市駅北口地区地区計画における計画図をいう。

２ この表において「色相」とは、日本工業規格Z８７２１で定める色相をいう。

３ この表において「彩度」とは、日本工業規格Z８７２１で定める彩度をいう。

３ 白子三丁目地区地区整備計画区域

① 色相７.５GYから７.５RPまで
（７.５GY及び７.５RPを除く。）
彩度２を超えるもの

② 色相７.５RPから７.５Rまで
（７.５Rを除く。） 彩度４を超
えるもの

③ 色相７.５Yから７.５GYまで
（７.５Yを除く。） 彩度４を超
えるもの

④ 色相７.５Rから７.５Yまで 彩
度４を超えるもの

制限事項 計画地区

A地区 B地区

(１

)

建築物の

用途の制

限

① 神社、寺院、教会その他こ

れらに類するもの

② 公衆浴場

③ 老人福祉センター、児童厚

生施設その他これらに類する

もので延べ面積が６００平方

メートルを超えるもの

④ 店舗、飲食店その他これら

に類する用途に供するもので

その用途に供する部分の床面

積の合計が１５０平方メート

ルを超えるもの

⑤ 床面積（ベランダ、バルコ

ニー、パイプシャフト等を除

く。）が２５平方メートル未

① 神社、寺院、教会その他これ

らに類するもの

② 公衆浴場

③ 建築基準法別表第２（に）項

第２号に掲げる工場

④ ホテル、旅館

⑤ ボーリング場、スケート場、

水泳場、スキー場、ゴルフ練習

場、バッティング練習場その他

これらに類するもの

⑥ 畜舎

⑦ マージャン屋、ぱちんこ屋、

射的場、勝馬投票券発売所、場

外車券売場その他これらに類す

るもの



満の住戸又は住室を有する共

同住宅

⑥ ペットの火葬、埋葬又は納

骨の用に供する施設

⑧ カラオケボックスその他これ

に類するもの

⑨ 床面積（ベランダ、バルコニ

ー、パイプシャフト等を除

く。）が２５平方メートル未満

の住戸又は住室を有する共同住

宅

⑩ 劇場、映画館、演芸場、観覧

場その他これらに類するもの

⑪ ペットの火葬、埋葬又は納骨

の用に供する施設

(２

)

建築物の

敷地面積

の最低限

度

１００平方メートル

(３

)

壁面の位

置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離

は、０.５メートル以上とする。ただし、当該規定に満たない距離

にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。

① 物置その他これに類する用途に供するもので、軒の高さが２.

５メートル以下で、かつ、床面積の合計が１０平方メートル以内

のもの

② 自動車車庫その他これに類する用途に供するもので、軒の高さ

が２.５メートル以下で、かつ、床面積の合計が３０平方メート

ル以内のもの

(４

)

垣又は柵

の構造の

制限

道路に面する側に垣又は柵を設置する場合は、コンクリートブロッ

ク造等（フェンス等の基礎部分を含む。）で宅地地盤面からの高さ

が０.８メートル以上のものは、設置してはならない。ただし、門

柱、門袖その他これらに類するもので片側２.０メートル以下のも

のについては、この限りでない。



備考

１ この表において「色相」とは、日本工業規格Z８７２１で定める色相をいう。

２ この表において「彩度」とは、日本工業規格Z８７２１で定める彩度をいう。

４ 和光北インター東部地区地区整備計画区域

(５

)

建築物等

の形態意

匠の制限

建築物等（工作物にあっては、建築基準法施行令第１３８条第１項

各号、第２項各号又は第３項各号に掲げるものに限る。）の外観

は、次に掲げる色相の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める彩度

に該当する色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計（着色して

いない石、土、木、レンガ、コンクリート等の素材で仕上げる外観

の部分を除く。）が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の

３分の１を超えないものとする。

① 色相７.５GYから７.５RPまで（７.５GY及び７.５RPを除く。）

彩度２を超えるもの

② 色相７.５RPから７.５Rまで（７.５Rを除く。） 彩度４を超

えるもの

③ 色相７.５Yから７.５GYまで（７.５Yを除く。） 彩度４を超

えるもの

④ 色相７.５Rから７.５Yまで 彩度４を超えるもの

制限事項 計画地区

公共
施設
地区
Ａ

公共
施設
地区
Ｂ

住宅地区 新産業・物流地区Ａ 新産業・物流地区Ｂ 新産業・
物流地区
Ｃ

新産業
・物流
地区Ｄ

⑴ 建築
物の
用途
の制
限

次に
掲げ
る用
途に
供す
る建
築物
以外
の建
築物
①
幼
稚
園、
小
学
校、
中

次に
掲げ
る用
途に
供す
る建
築物
以外
の建
築物
①
市
長
が
公
益
上
必

次に掲げる用
途に供する建
築物。ただし、
この表の規定
の施行の際現
に存する建築
物のうち、そ
の敷地内にお
いて用途の変
更を伴わずに
建築するもの
については、
この限りでな
い。
① ボーリン
グ場、スケ
ート場、水
泳場その他

次に掲げる用途に供
する建築物以外の建
築物。ただし、この
表の規定の施行の際
現に存する建築物の
うち、その敷地内に
おいて用途の変更を
伴わずに建築するも
のについては、この
限りでない。
① 保育所（主に和
光北インター東部
地区地区整備計画
区域内で就業する
従業員のための施
設に限る。）

② 建築基準法別表
第２(い)項第９号に

次に掲げる用途に供
する建築物以外の建
築物。ただし、この
表の規定の施行の際
現に存する建築物の
うち、その敷地内に
おいて用途の変更を
伴わずに建築するも
のについては、この
限りでない。
① 保育所（主に和
光北インター東部
地区地区整備計画
区域内で就業する
従業員のための施
設に限る。）

② 建築基準法別表
第２(い)項第９号に

① 神社、
寺院、
教会そ
の他こ
れらに
類する
もの

② 老人
福祉セ
ンター、
児童厚
生施設
その他
これら
に類す
るもの

③ 保育
所（主

① 神
社、
寺院、
教会
その
他こ
れら
に類
する
もの

② 老
人福
祉セ
ンタ
ー、
児童
厚生
施設



学
校、
高
等
学
校、
大
学、
高
等
専
門
学
校、
専
修
学
校

②
図
書
館、
博
物
館
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

③
市
長
が
公
益
上
必
要
な
建
築
物
で
用
途
上
又
は
構
造
上
や

要
な
建
築
物
で
用
途
上
又
は
構
造
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
も
の

これらに類
するもの

② ホテル、
旅館

③ 自動車教
習所

④ 畜舎

掲げるもの
③ 病院
④ 店舗、飲食店そ
の他これらに類す
る用途に供するも
の（次のアからウ
に掲げるいずれか
のものに限る。）
ア 床面積の合計
が５００平方メ
ートル以下のも
ののうち、店舗、
飲食店その他こ
れらに類する用
途に供する面積
が当該用途以外
の用途に供する
面積を超えない
もので、主に地
区内で就業する
従業員の利用に
供するもの

イ 床面積の合計
が５００平方メ
ートル以下の店
舗で、地区内で
製造又は加工さ
れた製品の販売
を主たる目的と
するもの

ウ 床面積の合計
が５００平方メ
ートル以下の飲
食店で、地区内
で製造又は加工
された食品を材
料とする料理の
提供を主たる目
的とするもの

⑤ 給油所、水素ス
タンド等車両の燃
料を供給又は販売
する施設

⑥ 事務所又は事業
所

⑦ 倉庫業を営む倉
庫

⑧ 生産緑地法（昭
和４９年法律第６
８号）第８条第２
項に定める施設（
ただし、生産緑地
地区内に限る。）

⑨ 自動車車庫
⑩ 工場（建築基準
法別表第２(ぬ)項第
１号に掲げる建築
物を除く。）

⑪ 廃棄物の処理及
び清掃に関する法

掲げるもの
③ 店舗、飲食店そ
の他これらに類す
る用途に供するも
の（次のアからウ
に掲げるいずれか
のものに限る。）
ア 床面積の合計
が５００平方メ
ートル以下のも
ののうち、店舗、
飲食店その他こ
れらに類する用
途に供する面積
が当該用途以外
の用途に供する
面積を超えない
もので、主に地
区内で就業する
従業員の利用に
供するもの

イ 床面積の合計
が５００平方メ
ートル以下の店
舗で、地区内で
製造又は加工さ
れた製品の販売
を主たる目的と
するもの

ウ 床面積の合計
が５００平方メ
ートル以下の飲
食店で、地区内
で製造又は加工
された食品を材
料とする料理の
提供を主たる目
的とするもの

④ 給油所、水素ス
タンド等車両の燃
料を供給又は販売
する施設

⑤ 事務所又は事業
所

⑥ 倉庫業を営む倉
庫

⑦ 生産緑地法第８
条第２項に定める
施設（ただし、生
産緑地地区内に限
る。）

⑧ 自動車車庫
⑨ 工場（建築基準
法別表第２(ぬ)項第
１号に掲げる建築
物を除く。）

⑩ 廃棄物の処理及
び清掃に関する法
律に規定する一般
廃棄物、産業廃棄

に和光
北イン
ター東
部地区
地区整
備計画
区域内
で就業
する従
業員の
ための
施設を
除く。
）

④ 公衆
浴場

⑤ 診療
所

⑥ 自動
車教習
所

⑦ 畜舎
⑧ カラ
オケボ
ックス
その他
これに
類する
もの

⑨ 廃棄
物の処
理及び
清掃に
関する
法律に
規定す
る一般
廃棄物、
産業廃
棄物の
処理の
用に供
する建
築物及
び工作
物（自
己の廃
棄物の
処理の
用に供
する場
合を除
く。）

⑩ 建築
基準法
別表第
２(る)項
に掲げ
る建築
物

その
他こ
れら
に類
する
もの

③ 保
育所
（主
に和
光北
イン
ター
東部
地区
地区
整備
計画
区域
内で
就業
する
従業
員の
ため
の施
設を
除く
。）

④ 公
衆浴
場

⑤ 診
療所

⑥ 自
動車
教習
所

⑦ 畜
舎

⑧ カ
ラオ
ケボ
ック
スそ
の他
これ
に類
する
もの

⑨ 建
築基
準法
別表
第２
(る)項
に掲
げる
建築
物



む
を
得
な
い
と
認
め
た
も
の

律に規定する一般
廃棄物、産業廃棄
物の処理の用に供
する建築物及び工
作物（自己の廃棄
物の処理の用に供
する場合に限る。
）

⑫ 前各号の建築物
に附属するもの（
畜舎を除く。）

物の処理の用に供
する建築物及び工
作物（自己の廃棄
物の処理の用に供
する場合に限る。
）

⑪ 前各号の建築物
に附属するもの（
畜舎を除く。）

⑵ 建築
物の
敷地
面積
の最
低限
度

なし １００平方メ
ートル

２００平方メートル ３，０００平方メートル ２００
平方メ
ートル

⑶ 壁面
の位
置の
制限

なし 建築物の外壁
又はこれに代
わる柱の面か
ら隣地境界線
までの距離は、
０．５メート
ル以上とする。
ただし、当該
規定に満たな
い距離にある
建築物又は建
築物の部分が
次のいずれか
に該当する場
合は、この限
りでない。
① 物置その
他これに類
する用途に
供するもの
で、軒の高
さが２．３
メートル以
下で、かつ、
床面積の合
計が１０平
方メートル
以内のもの

② 自動車車
庫その他こ
れに類する
用途に供す
るもので、
軒の高さが
２．３メー
トル以下で、
かつ、床面
積の合計が
３０平方メ
ートル以内
のもの

１ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、住宅地区、公共
施設地区及び市街化調整区域に面する道路境界線（国道２５４
号バイパスとの境界を除く。）までの距離は、５．０メートル
以上とする。ただし、建築物の敷地面積が３，０００平方メー
トル以内の場合はこの限りでない。

２ 建築物の外壁又
はこれに代わる柱
の面から、道路境
界線までの距離と
隣地境界線までの
距離をそれぞれ１
．０メートル以上
とする。

２ 建築物の外壁又はこれに代
わる柱の面から、道路境界線
までの距離を２．０メートル
以上、隣地境界線までの距離
を１．０メートル以上、工場
（用途地域で制限されるもの
を除く。）にあっては、建築
物の外壁又はこれに代わる柱
の面から、道路境界線までの
距離と隣地境界線までの距離
をそれぞれ２．０メートル以
上とする。

２ 建
築物
の外
壁又
はこ
れに
代わ
る柱
の面
から、
道路
境界
線ま
での
距離
と隣
地境
界線
まで
の距
離を
それ
ぞれ
１．
０メ
ート
ル以
上と
する。

⑷ 垣又 道路に面す 道路に面する 道路に面する側又は隣地との境界に垣又は柵を設置する場合にお



は柵
の構
造の
制限

る側又は隣
地との境界
に垣又は柵
を設置する
場合におけ
る垣又は柵
の構造は、
次のいずれ
かに掲げる
ものとする。
ただし、門
柱、門袖そ
の他これら
に類するも
ので、安全
上又は保安
上やむを得
ないものに
ついては、
この限りで
ない。
① 生け垣
② 鉄柵、
金網その
他透視可
能なフェ
ンス等で
宅地地盤
面からの
高さが１
．５メー
トル以下
で、かつ、
基礎部分
の高さが
０．６メ
ートル以
下のもの

③ コンク
リートブ
ロック造
等で、宅
地地盤面
からの高
さが１．
５メート
ル以下の
もの

側に垣又は柵
を設置する場
合における垣
又は柵の構造
は、次のいず
れかに掲げる
ものとする。
ただし、門柱、
門袖その他こ
れらに類する
もので、安全
上又は保安上
やむを得ない
ものについて
は、この限り
でない。
① 生け垣
② 鉄柵、金
網その他透
視可能なフ
ェンス等で
宅地地盤面
からの高さ
が１．５メ
ートル以下
で、かつ、
基礎部分の
高さが０．
６メートル
以下のもの

ける垣又は柵の構造は、次のいずれかに掲げるものとする。ただ
し、門柱、門袖その他これらに類するもので、安全上又は保安上
やむを得ないものについては、この限りでない。
① 生け垣
② 鉄柵、金網その他透視可能なフェンス等で宅地地盤面からの
高さが１．５メートル以下で、かつ、基礎部分の高さが０．６
メートル以下のもの

③ コンクリートブロック造等で、宅地地盤面からの高さが１．
５メートル以下のもの

⑸ 建築
物等
の形
態意
匠の
制限

なし


